
オープンカウンター方式による留意事項（工事契約） 
 
１．現場説明について 

見積作成にあたり現場説明を希望する場合は、下記メールアドレスにご連絡ください。 
kaikei.sendai@met.kishou.go.jp 

 
２．数量計算書について（仕様書に添付されている場合） 

見積時積算数量書活用方式の対象工事ではありません。 
数量計算書は参考としてご覧ください。 

 
３．その他について 

その他については「仙台管区気象台オープンカウンター方式実施要領」のとおりです。 
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１．件名 
  酒田観測局油庫液面計交換工事 
 
２．目的  

非常用発動発電機の油庫の、故障している液面計及び付属バルブを新品に交換する。 

 
３．工事場所 

山形県酒田市亀ヶ崎１－４－１４ 局地的気象監視システム酒田観測局 

 
４．工事期限 
  令和 8 年 3 月 27 日（金） 
 
５．監督 

（１）発注者が任命する監督職員により、工事内容が本仕様書に適合するか否かについて、監督を

行うものとする。 
（２）監督職員は、工事の進捗状況や提出書類の内容に関して、受注者に対し補足説明や補足資料

の要求を行うことができる。受注者は、その説明及び資料の提出について、監督職員の指示に

従うこと。 
（３）受注者は、本仕様書の内容に疑義を生じた場合には、速やかに監督職員と協議し、その指示

に従うこと。 
 

６．検査 
（１）工事完了後、発注者が任命する検査職員により、検査を行うものとする。検査は本仕様書等

の内容に適合するか否かにより、合格または不合格の判定を行うものとする。 
（２）受注者は、検査職員の職務の遂行に協力すること。 
 

７．提出書類 
提出書類一覧（別紙１）により、汎用性の高い形式（Excel、Word、PDF等）の電子ファイル

で、原則オンラインにより提出すること。なお、図面ファイルはJW－CAD型式（.jww）及びA
utoCAD形式（.dwg）、画像ファイルはJPEG型式とすること。 

  
８．連絡及び指示事項 

（１）本仕様に記載が無いものは、本仕様に記載が無いものは、本仕様書及び公共建築工事標準仕

様書（最新版）、公共建築改修工事標準仕様書（最新版）により施工すること。 

（２）本工事対象以外の既存の施設、物品に損傷を与えた場合は速やかにこれを復旧すること。 

（３）本工事に必要な金具や工具類は全て受注者で用意すること。  

（４）本工事にあたり、本仕様書の規程を超える工事等が必要と判断した場合は、監督職員と協議 

の上、処置方法を定めるものとする。 

（５）本工事に伴う発生材等は、すべて場外搬出のうえ受注者側が適法に処分すること。 

（６）作業時間は原則として平日の８：３０～１７：００とすること。 

（７）工事完了後、検査職員により完了検査を行う。指摘箇所は速やかに手直しを行い、工事期限 

内に再検査を受けること。 

（８）墜落制止用器具の着用について 

本件を実施するにあたり高所作業が生じる場合、労働安全衛生法施行令第 13 条第 3 項第 28



 
号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」（平成 31 年 1 月 25 日厚生労働

省告示第 11 号）による墜落制止用器具（フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止

用器具及びランヤード等）とする。 

（９）労災補償に必要な法定外の保険契約 

受注者は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」（令和 6 年 6 月

19 日法律第 54号）に基づき、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な

金額を担保するための保険（法定外の労災保険）へ加入すること。 

 
９．作業内容 
  別紙２「特記仕様書」のとおり。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

別紙１ 

 
 

 



 
別紙２ 

特 記 仕 様 書 
 

非常用発動発電機の油庫の、故障している液面計及び付属バルブを新品に交換すると共に、以下

の作業を行う（表１、写真１～３、別添１参照）。 

 

（１）燃料油の抜き取り及び戻し作業 

  ・液面計及び付属バルブの交換前に油庫内の燃料油を全て抜き取ること。 

・抜き取った燃料油は再び油庫内に戻すため、万全に保管すること。 

  ・液面計及び付属バルブの交換後に燃料油を油庫内に戻すこと。 

  ・発電設備燃料配管の空気を抜くこと（別添２参照）。 

  ・発電設備内の発動発電機燃料系統の空気を抜くこと（別添３参照）。 

  

（２）液面計及び付属バルブの交換 

  ・故障している液面計及び付属バルブを新品に交換すること（型式は表２参照）。 

  ・交換後に液面計及び付属バルブの動作が正常であることを確認すること。 

 

（３）燃料タンク 

・燃料油を戻した後のタンクの油量を確認すること。 

・液面計及び付属バルブ交換後、配管、バルブの状態を確認し、燃料漏れがないか確認すること。 

・フロートスイッチの動作を確認すること。 

 

（４）発電機 

・運転時の異常音、振動、異臭がしないか確認すること。 

 

（５）エンジン本体 

  ・運転時の異常音、振動、異臭がしないか確認すること。 

・その他、外観に関する確認を行うこと。 

 

（６）動作試験 

・全ての作業終了後、手動による正常な起動運転・停止が行えることを確認すること。また、動

作試験は無負荷運転とすること。 

 

表１ 発動発電機等の型式一覧 

発動発電機装置形式 
三井造船マシナリー・サービス製 

MRS15EZ-SS 2014年製造 1式 

エンジン クボタ製 D1105 

発電機 オーハツ製 FNB・OS-330 出力15kVA 

油庫 
SMT-F5000(K)型 

500リットル1基 屋外 発電設備別置き形 

 

表２ 交換部品 

液面計 
側圧式液面計 LIS-111B 屋内取付型 取付部口径：15A 

接液部：C5212/SCS13A バルブ付属  ※同等品不可 



 

   
写真１ 油庫（酒田観測局）      写真２ 液面計及び付属バルブ（正面） 

  

 

写真３ 液面計及び付属バルブ（上から） 

液面計 

針が動かない 



 

別添１ 

 



 
別添２ 

 

発動発電機燃料配管の空気抜き手順資料 

 

  



 
 

別添３ 

 

発動発電機内の発動発電機燃料系統の空気抜き手順資料 

 

 

 

 
 


